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第４回 熊本県議会経済常任委員会会議記録（平成23年12月13日) 

 

第 ４ 回   熊本県議会    経済常任委員会会議記録 

 

平成23年12月13日(火曜日) 

            午前10時０分開議 

            午前11時42分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成23年度熊本県一般会計補

  正予算（第６号） 

 議案第５号 平成23年度熊本県高度技術研

  究開発基盤整備事業等特別会計補正予算

  （第１号） 

 議案第６号 平成23年度熊本県電気事業会

  計補正予算（第１号） 

 議案第７号 平成23年度熊本県工業用水道

  事業会計補正予算（第１号） 

 議案第８号 平成23年度熊本県有料駐車場

事業会計補正予算（第１号） 

 議案第33号 平成23年度熊本県一般会計補

正予算（第７号） 

 請第12号 労働者派遣法の改正についての

請願 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ①平成23年度基金事業の取組みについて 

  ②熊本上海事務所の上海市政府による批

 准及び登記の完了について 

 委員会提出議案 

  ①荒瀬ダム本体等撤去事業（債務負担行

 為設定）の取り扱いに係る決議 

  ②民主党議員が約束した荒瀬ダム撤去に

 対する国の財政支援の履行を求める

 意見書 

――――――――――――――― 

出席委員（８人） 

                委 員 長 守 田 憲 史 

        副委員長 内 野 幸 喜 

                委  員 早 川 英 明 

        委  員 荒 木 章 博 

委  員 鎌 田   聡 

委  員 吉 永 和 世 

委  員 杉 浦 康 治 

委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 
――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 商工観光労働部 

          部長 中 川 芳 昭 

      政策審議監兼 

      商工政策課長 田 中  典 

      商工労働局長 田 中 伸 也 

     新産業振興局長 真 崎 伸 一 

    観光経済交流局長 佐 伯 和 典 

    商工振興金融課長 福 島   裕 

      労働雇用課長 大 谷 祐 次 

    産業人材育成課長 吉 永 一 夫 

      首席審議員兼 

      産業支援課長 高 口 義 幸 

新エネルギー産業振興課長 森 永 政 英 

      企業立地課長 渡 辺 純 一 

        観光課長 宮 尾 千加子 

        国際課長 山 内 信 吾 

くまもとブランド推進課長 坂 本 孝 広 

 企業局 

          局長 川 口 弘 幸 

         次長兼 

      総務経営課長 古 里 政 信 

        工務課長 福 原 俊 明 

 労働委員会事務局 

          局長 柳 田 幸 子 

      審査調整課長 吉 富   寛 

――――――――――――――― 

 - 1 -



第４回 熊本県議会 経済常任委員会会議記録（平成23年12月13日) 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 益 田   洋 

     政務調査課課長補佐 小 林 昌 樹 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○守田憲史委員長 おはようございます。 

 ただいまから、第４回経済常任委員会を開

会いたします。 

 今回、新たに付託された請願が１件あり、

提出者から趣旨説明の申し出があっておりま

すので、これを許可したいと思います。 

 請第12号についての説明者を入室させてく

ださい。 

  （請第12号の説明者入室) 

○守田憲史委員長 説明者の方に申し上げま

す。各委員には請願書の写しを配付しており

ますので、説明は簡潔にお願いします。 

  （請第12号の説明の趣旨説明) 

○守田憲史委員長 趣旨は、よくわかりまし

た。後でよく審査しますので、本日はこれで

お引き取りください。 

  （請第12号の説明者退室) 

○守田憲史委員長 それでは、本委員会に付

託された議案等を議題とし、これについて審

査を行います。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 説明は、商工観光労働部、企業局の順に説

明を受けたいと思います。 

 なお、審議を効率よく進めるために、執行

部の説明は簡潔にお願いします。 

 また、説明等を行われる際は、着席のまま

で行ってください。 

 それでは、商工観光労働部長から総括説明

を、続いて関係課長から順次説明をお願いし

ます。中川商工観光労働部長。 

 

○中川商工観光労働部長 商工観光労働部、

中川でございます。 

 商工観光労働部関係の提出議案の説明に先

立ちまして、県内の景気・雇用状況及び当部

の取り組みの方向につきまして御説明申し上

げます。 

 日銀熊本支店が12月１日に発表いたしまし

た金融経済概観では、県内の景気は、「総じ

て見れば、東日本大震災前からのゆるやかな

回復基調を維持している」とされておりま

す。 

 しかしながら、県内製造業の生産は、「全

体として堅調ながら、海外からの受注減少や

タイの洪水の影響から、ＩＴ関連や四輪車関

連で操業度を引き下げる動きが拡がってい

る」とされております。また、円高の影響や

欧州におきます金融不安、電力不足問題への

対応など、先行き不透明な状況と認識してお

ります。 

 雇用情勢につきましては、10月の有効求人

倍率が0.62倍と依然低い水準で推移してお

り、厳しい状況となっております。 

 商工観光労働部といたしましては、引き続

き中小企業の資金繰り支援や雇用対策など、

県内中小企業者、労働者に対するセーフティ

ーネットの充実に努めるとともに、成長分野

に力点を置いた施策を積極的に推進し、県内

景気の浮揚に全力を挙げて取り組んでまいり

ます。 

 それでは、提出議案の概要について説明さ

せていただきます。 

 まず、平成23年度11月補正予算についてで

ございますが、お手元の経済常任委員会説明

資料の１ページをお願いいたします。 

 商工観光労働部総額で9,201万円余の増額

補正をお願いしております。 

 その内容は、40歳未満の若年者の雇用と研

修・職場実習の実施に要する経費701万円

余、くまもとソーラーパーク推進に関する経

費8,500万円でございます。 

 また、しごと相談・支援センター関係業

務、緊急雇用創出基金事業、旅券発給業務に
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関し、計３件の債務負担行為の追加・変更

と、次年度への繰越明許費の設定の２件をお

願いしております。 

 続きまして、12月９日に追加提案をお願い

しております平成23年度11月補正予算の追号

議案について御説明いたします。お手元の別

冊の経済常任委員会資料（追号関係）の１ペ

ージをお願いいたします。 

 国の第３次補正予算の成立を受けまして、

商工観光労働部総額で22億5,400万円余の増

額補正をお願いしております。 

 その内容は、緊急雇用創出基金の積み増し

22億5,000万円のほか、当基金を活用いたし

ました事業に要する経費でございます。 

 また、緊急雇用創出基金事業に関して、債

務負担行為の変更をあわせてお願いいたして

おります。 

 そのほか、本日は平成23年度基金事業の取

り組みと熊本上海事務所の上海市政府による

批准及び登記の完了について御報告させてい

ただきます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明さ

せますので、よろしく御審議をいただきます

ようお願い申し上げます。 

 なお、ことし４月から全庁的に検証を行っ

てまいりました不適正経理再発防止策の取り

組みについて、今回、知事部局については総

務常任委員会で全体の報告を行っているとこ

ろでございますが、商工観光労働部の検証結

果について、ここで御報告させていただきま

す。 

 裏金や私的流用につながるおそれのある預

け金、差しかえなどは認められませんでした

が、物品が前年度に納入されていたのに現年

度に納入されたこととして業者に代金を支払

っていた例が５件、12万9,000円程度見られ

ました。このような事例が発生しないよう、

既に物品購入に関する見積書徴収前の購入伺

い義務づけ等について徹底することといたし

たところでございます。 

 今後とも、納品検査等の組織的なチェック

体制の強化や職員の会計事務処理に関する研

修の実施などにより、適正な会計処理に努め

てまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 説明は、以上でございます。 

 

○大谷労働雇用課長 労働雇用課でございま

す。 

 委員会説明資料の２ページをお願いいたし

ます。 

 失業対策総務費の雇用対策費でございます

が、若年者緊急雇用創出事業について701万

円余の増額補正をお願いしております。これ

は説明欄にありますとおり、緊急雇用創出基

金を活用して、40歳未満の若年者の雇用と職

場実習の実施に要する経費でございます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 債務負担行為でございますが、しごと相

談・支援センター関係業務について219万円

余の追加設定をお願いしており、また緊急雇

用創出基金事業について、限度額２億1,184

万円余を４億8,733万円余へ増額変更をお願

いしております。 

 まず、しごと相談・支援センター関係業務

についてですが、求職者に対して実施するキ

ャリアコンサルティングに関する業務委託に

ついて、24年４月から直ちに実施する必要が

あるため、債務負担行為の追加を設定するも

のでございます。 

 次に、緊急雇用創出基金事業についてです

が、これは今回増額補正をお願いしている若

年者緊急雇用創出事業について、事業期間が

24年までの２カ年間に及ぶため、債務負担行

為の限度額を２億7,548万円余増額変更する

ものでございます。 

 補正予算は、以上でございます。 

 次に、続きまして追号関係をお願いしたい

と思います。 

 委員会説明資料の追号関係の２ページをお
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願いいたします。 

 失業対策総務費の雇用対策費でございます

が、緊急雇用創出基金積立金について22億5,

000万円の増額補正と緊急雇用創造プログラ

ム推進事業について427万円余の増額補正を

お願いしております。 

 まず、緊急雇用創出基金積立金についてで

すが、これは説明欄にありますように、緊急

雇用創出事業臨時特例交付金の交付に伴う基

金への積み増しでございます。積み増した基

金は、東日本大震災や円高等の緊急雇用対応

事業に充てることになっており、３月12日以

降に失業された方を原則対象とすることとな

っております。 

 次に、緊急雇用創造プログラム推進事業に

ついてですが、これは説明欄にありますよう

に、緊急雇用創出基金を活用いたしまして、

東日本大震災後に失業した中高年齢者等に対

する雇用機会の提供に要する経費でございま

す。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 債務負担行為でございますが、緊急雇用創

出基金事業について、限度額２億1,184万円

余を３億663万円余に増額変更をお願いして

おります。これは、今回増額補正をお願いし

ております緊急雇用創造プログラム推進事業

について、事業期間が24年度までの２カ年間

に及ぶため、債務負担行為の限度額を9,479

万円増額変更するものでございます。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 新エネル

ギー産業振興課でございます。 

 説明資料の４ページをお願いいたします。 

 平成23年度11月補正予算につきましてでご

ざいますが、新事業創出促進費につきまして

8,500万円の増額補正をお願いするものでご

ざいます。 

 右側、説明欄をごらんいただきますでしょ

うか。くまもとソーラーパーク推進事業とい

うことで住宅用のソーラーの補助をやってお

りますが、東日本大震災による電力不足等の

問題がございまして、県民の皆さんの新エネ

に対する関心が高まっておりまして、当初こ

の予算で補助見込み4,000件を見込んでおり

ましたが、12月末ぐらいにはこれが全部消化

する見通しでございますので、年明けて３カ

月間の必要件数といたしまして1,700件分、

8,500万円の増額をお願いするものでござい

ます。 

 その下のページ、説明資料５ページをごら

んいただけますでしょうか。 

 平成23年度の一般会計繰越明許費の設定で

ございます。前ページで御説明いたしました

ソーラー補助の増額補正につきまして、大

体、追加補正の申請が出てくるのが12月のほ

とんど下旬か１月の当初と見込んでおります

けれども、その後の補助金を受けての工事の

完了とか実績報告に時間がかかることから、

期限内の工事の完了実績報告というのは厳し

いと考えておりまして、明許設定を増額8,50

0万全額について設定させていただくところ

でございます。 

 新エネルギー産業振興課は、以上でござい

ます。よろしく御審議をお願いいたします。 

 

○渡辺企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 高度技術研究開発基盤整備事業等特別会計

に係る繰越明許費でございます。 

 工業団地施設整備事業でございますが、菊

池テクノパーク整備事業におきまして用地取

得に不測の時間を要しましたために、造成工

事を工期不足により繰り越すものでございま

す。このための費用の合計４億1,000万円を

繰り越し申請いたすものでございます。どう

か、よろしくお願いいたします。 

 

○山内国際課長 国際課でございます。 
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 資料７ページ、債務負担行為でございま

す。旅券発注業務につきまして、来年平成24

年４月までに、県内全市町村への旅券の受付

と交付の事務の権限移譲が完了し、県庁パス

ポートセンターの業務内容が大きく変わるこ

とを契機といたしまして、県庁パスポートセ

ンターに残ります業務のうち、最終審査等の

中核業務は引き続き職員が直接行いますが、

窓口対応ですとか申請書の１次審査、旅券作

成等に係る業務の委託を行うものです。期間

は、24年度から26年度の３年間をお願いして

おります。 

 限度額につきましては、単年度1,785万円

余、３年間で5,355万9,000円の限度額をお願

いしております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○守田憲史委員長 それでは、企業局長から

総括説明を行い、続いて関係課長から説明を

お願いします。 

 

○川口企業局長 今回、企業局から御提案申

し上げている議案は、平成23年度熊本県電気

事業会計補正予算など３議案でございます。 

 その主な内容は、予算の減額補正及び荒瀬

ダム本体等の撤去に係る債務負担行為の設定

等でございます。 

 荒瀬ダムにつきましては、先日、国から河

川法の許可を受けまして、今後、来年度から

ダム本体撤去に着手するための準備を進めて

いくこととしております。大まかな資金計画

の状況についても、あわせて御報告させてい

ただきます。 

 詳細につきましては次長から説明させます

ので、御審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 それから、企業局で行いました不適正経理

再発防止策の検証結果について御報告させて

いただきます。 

 企業局におきましては、今回の検証におき

ましても、前回と同様、裏金や私的流用につ

ながるおそれのある預け金、差しかえ、不適

正な現金等は認められませんでした。 

 今後も、不適正な経理処理が発生しないよ

う、知事部局等と連携しながら、発生防止策

のさらなる推進に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 よろしくお願いします。 

 

○古里企業局次長 企業局総務経営課でござ

います。 

 資料の８ページをお願いしたいと思いま

す。 

 11月補正の総括表でございます。企業局で

経営しております３事業につきまして、まと

めた表でございます。 

 表の下から２段目の、合計欄の補正額をご

らんいただきたいと思います。 

 今回は、総額で収入が204万円余、支出が2

35万円余の減額補正を行うものでございま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 まず、電気事業でございます。収益的収入

の営業外収益を86万円余、収益的支出の営業

費用を118万円余の減額補正をお願いするも

のでございます。 

 これは、説明欄にありますように、職員の

子ども手当について、一般会計から電気事業

への繰り入れと、収益的支出の営業費用を減

額補正するものでございます。 

 資料の10ページをお願いいたします。 

 緑川発電所に設置しておりますエレベータ

ーの保守点検委託等の限度額247万円余の債

務負担行為の設定でございます。 

 もう１つが、荒瀬ダム本体等撤去事業に伴

います平成24年度から29年度まで６年間の限

度額17億円の債務負担行為の設定でございま

す。これにつきましては、お手元の別冊の補

足説明資料をお配りしております。それによ

り、説明させていただきます。 
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 １ページをお願いいたします。 

 まず、撤去工程について御説明申し上げま

す。荒瀬ダムは、平成24年度から６年間の工

期で本体撤去を実施することとしておりま

す。 

 表の一番上、第１段階の欄をごらんいただ

きたいと思います。これらの図は、いずれも

上流から下流を見たものでございますが、８

門のゲート撤去のほか、幅５メーター、高さ

４メーターの水位低下施設を赤い色で着色し

ております２カ所に施工し、水位を下げま

す。 

 次に第２段階では、県道のあります右岸側

の管理橋及び門柱を撤去いたします。第３段

階では、右側のダム本体の越流部をスリット

状に撤去し、第４段階では、右岸側の残りの

部分を、さらに第５段階では左岸側の管理

橋、門柱を、さらに第６段階では、最終工程

でございますが、左側の残存部を撤去するこ

ととしております。 

 次に、一番下の工事の施工期間をごらんい

ただきたいと思います。 

 毎年、河川工事につきましては河川環境、

特にアユの生息等に配慮し、11月初旬から３

月中旬までの４カ月半の施工期間としており

ます。ただし、直接水に触れる河川内の工事

につきましては、11月中旬から２月末と、さ

らに短くなりますが３カ月半の工程とするこ

ととしております。 

 ２ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 上の方に、１年目に設置します水位低下設

備を、横から見たところの図面を掲載してお

ります。下には、水位低下設備の設置工程を

記載しておるところでございます。左側のペ

ージで御説明しましたとおり、施工期間が限

られておりますことから、議決をいただきま

した後、入札契約の手続に入り、年度内に業

者を決定いたします。４月から水位低下設備

の製作に着手し10月に完成し、11月から設置

にかかるとの工程でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 次に、ダム撤去関係の資金の対応状況につ

いて御説明いたします。 

 まず、１の資金不足への対応状況について

でございますが、平成22年６月時点での試算

でございますが、ＰＴ時点での事業費約92億

円に、平成22年、23年度の荒瀬ダム維持管理

等経費約６億円を加算した98億円でございま

す。これから企業局の内部留保金約60億円

と、それから平成22年から10年間の７発電所

の利益分約７億円を加算しました約67億円、

これを差し引いた30億円の不足というふうに

説明を申し上げてまいりました。 

 その後、その下になりますが、①の道路か

さ上げ等に対します国からの交付金約13億

円、②の先般実施しました国と県との検討会

議により確認されましたコスト縮減が約７億

円、これは撤去しましたコンクリートで導水

トンネルを埋め戻したり、護岸の守備範囲を

見直すことなどにより、コスト縮減を行うも

のでございます。 

 次に、③の企業局の経営努力約３億円、こ

れは電気事業での経費節減や資産整理等でご

ざいます。その結果、現段階では資金不足が

約７億円まで圧縮されたところでございま

す。 

 次に、２の荒瀬ダム撤去経費と財源でござ

います。資金不足の対応状況を支出と収入の

両面から整理したものでございます。 

 支出でございます撤去経費につきまして

は、平成22年６月試算の約98億円から、②の

先ほど申し上げましたコスト縮減７億円、③

のうちの経費節減約２億円により約88億円と

なっております。 

 88億円の内訳については、括弧に記載のと

おりでございます。 

 右側の収入でございます財源につきまして

は、平成22年６月の試算約67億円から、③の

資産整理約１億円、①の国からの交付金13億
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円によりまして、計14億円が増加し、81億円

となっております。その結果、資金不足は約

７億円に縮小しているところでございます。 

 資料の４ページをお願いいたします。 

 次に、今後の支出見込み額及び財源につい

てでございます。 

 平成24年度以降の残事業が、約52億円とな

っております。平成24年度以降の撤去財源に

つきましては約45億円で、内部留保金が約33

億円、国からの交付金が約11億円、資産整理

等約１億円となっている状況でございます。 

 次に、４の資金未整理約７億円についての

対応でございます。 

 (1)でございますが、今後とも国交省、環

境省などにあらゆる形で強く支援を求めてま

いる所存でございます。 

 米印のところにありますように、国からの

支援の状況によっては、河川に影響を与えな

いダム管理所などの陸上施設について、その

撤去時期を見直さざるを得なくなるため、こ

のようなことがないよう強く支援を求めてい

きたいというふうに考えておるところでござ

います。 

 また、(2)の国への要請と並行しまして、

撤去事業の経費節減等、企業局での経営努力

についても検討を行うこととしております。 

 矢印の下になりますが、これらによりまし

て荒瀬ダム撤去と企業局の経営の両立を図り

つつ、一般財源を投入しないことを基本に、

荒瀬ダムの撤去に取り組むこととしておりま

す。 

 それでは、恐れ入りますが、またもとの資

料の11ページをお願いしたいと思います。 

 工業用水でございます。収益的収入の営業

外収益を86万円余、収益的支出の営業費用を

85万円余の減額補正をお願いします。これ

も、子ども手当に関するものでございます。 

 次に、有料駐車場でございます。12ページ

をお願いいたします。 

 収益的収入の営業外収益と収益的支出の営

業費用、それぞれ31万円余の減額補正をお願

いするものでございますが、これも子ども手

当に関するものでございます。 

 資料の13ページでございます。債務負担行

為の設定をお願いするものでございます。 

 有料駐車場の清掃業務委託等に関する限度

額281万円余の債務負担行為の設定でござい

ます。 

 企業局は、以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

 

○守田憲史委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

 

○前田憲秀委員 先ほどの荒瀬ダムの撤去に

関してお尋ねしたいんですが、まず、そもそ

も論なんですけれども、今、撤去工程、工法

の御説明もあったんですが、これは前例があ

るような工法なのか、それともやっぱり初め

て取り組むのかを、ちょっと改めてお伺いし

たいんですけれども。 

 

○古里企業局次長 これは一般的に大変、こ

ういう大きなダムの撤去というのは、私ども

がお聞きしている限りでは初めての試みでは

ないかというふうに聞いております。 

 

○前田憲秀委員 全国でも例がない初めて

の、この大きなダムの撤去ということで、先

ほど資金面での説明もありまして、コスト削

減、企業局の経営努力で経費節減で２億円、

資産整理で１億円という御説明もありまし

た。一生懸命これ検討していただいて何とか

努力をしていただいている結果だとは思うん

ですけれども、初めての工事ということで、

安全面も含めて、あといろいろ地域の方の要

望あたりもあっていると思いますので、そこ

は本当に無事故を大前提にした上で、しっか

りと見本になるような取り組みを心がけてい
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ただきたいというのを要望させていただきた

いと思っております。よろしくお願いしま

す。 

 

○守田憲史委員長 ほかにありませんか。 

 

○荒木章博委員 関連して。今、企業努力を

して、この３億円というのを努力をされた

と。これ以上は、もう無理なんでしょう。 

 

○古里企業局次長 私どもといたしまして

は、正直申し上げまして、もうぞうきんを絞

った上にまた絞っている状態だと思っていま

す。ただ、今後、大きな方針として、国の支

援とともに私どもも襟を正すといいますか、

経費節減、これは大変大きなものとして、私

どもは今後も一生懸命取り組んでいく必要が

あるというふうに考えているところでござい

ます。 

 

○荒木章博委員 コスト削減で、３億という

大きな金額が、経営努力によってでできたと

いうことは非常に、どちらかというと３億と

いう金額が、これだけできるのかなとびっく

りするんですけれども。しかし７億が足らな

いわけですから、今後、見込みとして、これ

はいつも取りざたされる問題ですけれども、

国へのお願いということで、ある代議士によ

ると自然環境に取り組むということで、国土

交通省や環境省の予算の中で獲得するとい

う、そういう展望的なものはどういうふうに

感じられていますか。 

 

○古里企業局次長 済みません、質問にお答

えする前に、先ほど申し上げました経費節減

の経営努力関係は、総額では３億円でござい

ますが、経費節減については２億円でござい

ます。申しわけございません。 

 それから、今後の国の支援でございます

が、私どもとしては従来、国から逆に、いろ

いろお話があったその自然環境の保全という

部分については、大変強い望みを持っており

ます。国の方が、まさに今、来年度予算につ

いて編成中でございますので、ぜひともその

強い働きかけ等を行って、何としても国の支

援をお願いしたいというところが現時点での

思いでございます。 

 

○荒木章博委員 ぜひ頑張ってください。以

上です。 

 

○鎌田聡委員 撤去費用の部分につきまして

は非常に、あと７億円ということであります

し、そしてまた国の支援を今後求めていくと

いうことでありますけれども、先ほど前田委

員が言われたように、やっぱり初めてのこと

になりますから、やっぱりそういったモデル

ケースとして国に、これまでも私どもも求め

てきておりますけれども、ここはちょっと全

国的な例として、やっぱり一回ここでやるこ

とによって、今後どうなるのかというのは、

一つのモデルケースとして位置づけるという

ことで、しっかりとやっぱり国にも要望して

もらいたいと思いますし、その後押しをきち

んと我々としてもやっていきたいというふう

に思っております。 

 それと、国の支援によっては陸上施設の撤

去時期を見直さざるを得なくなるということ

でございますけれども、陸上施設というのが

具体的に何があって、あと、この撤去工程の

中の図式には書いてありませんけれども、今

のところ予定としては何年目ぐらいに撤去し

ていく予定なのかということを教えていただ

きたいと思います。 

 

○古里企業局次長 陸上施設の関係では、荒

瀬ダムの私どものダムサイトの横にあります

管理事務所、それから発電所の建屋等がござ

います。発電所を構成しております、地下の

方にモーターがございますので、その建屋で

 - 8 -



第４回 熊本県議会 経済常任委員会会議記録（平成23年12月13日) 

ございます。それから、貯水のサージタンク

というものがございます。そういうものがご

ざいます。 

 この撤去時期については、６年間のうちの

後半部分というようなことで今考えていると

ころでございます。 

 

○鎌田聡委員 その後半というのは、それな

ら予定は４年目以降ということなんですか

ね。そういうことでいいんですかね。 

 

○古里企業局次長 後半部分ということで、

４年目以降を主に、その時期以降に撤去にな

るのかと思っております。 

 

○鎌田聡委員 その陸上施設の部分の撤去費

用は幾ら――済みません、ここに書いてある

んですかね、見積もっているんですかね。 

 

○古里企業局次長 まだ積算状況ではござい

ませんが、３億から４億程度のお金が必要と

いうふうに考えております。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。 

 

○早川英明委員 少し教えてください。この

荒瀬ダム撤去のことが今出ておりますけれど

も、この17億円の債務負担行為の中で、それ

ぞれ撤去費用が24年度に５億5,000万とずっ

とありますが、これらのそれぞれの６年間の

１年ごとの撤去費用の積算というのは、さっ

き初めてのケースとおっしゃいましたけれど

も、どのような形で積算をされて、これで間

違いないのか、これが変動していくのか、そ

こらあたりははっきりわかっていますか。 

 大体の計算ですか、これは積算としてはほ

ぼ、このような額がかかるというふうな見込

みでしょうか。これによって、まだその削減

はできるのか、できないのかということで

す。 

 

○古里企業局次長 17億円の今回の撤去費用

に関しましては、主にダムサイトの関係、そ

れから取水口、水を取ります護岸とか、そう

いうものでございます。それについては、も

う議決をいただき次第その入札関係に入りま

すので、詳細設計をやっているところでござ

います。ただ費用につきましては、当然、現

場に入った段階でいろんな状況が変わってき

ます。一般的に申し上げると、土木でいえば

地質とか、いろんな状況が、予測できない部

分が出てきますので、これで確定したという

ことではないと思いますが、ただ、そういう

ことのないように、できるだけ極力、事前に

調査等をやって積算をしているところでござ

いますので、私どもとしてはもうこの額で変

わらないというと変ですが、最終的な段階で

やっていけるというふうに思います。 

 ただ、これはダムサイト及びその周辺分で

ございますので、それ以外の部分については

今後、５年間後半部に、２年目以降、３年目

以降、後半部に出てきますので、その額につ

いてはまだ、今後、詳細な設計が必要だとい

うふうに考えております。 

 

○早川英明委員 今のこの計算よりも上がる

という可能性もなきにしもあらずということ

ですね。 

 

○古里企業局次長 これは上がることもあり

ますし、下がるということもあります。 

 

○早川英明委員 下がるのはなお結構なこと

ですが、上がるということになれば、やはり

極力それがないような見積もりをしてもらわ

んといかぬですね。 

 

○古里企業局次長 早川委員の御指摘のとお

りでございまして、そこについては事前に十

分な調査等をやって、積算等に、後日、大幅
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な差が生じないように私ども一生懸命頑張っ

ているところでございます。 

 

○早川英明委員 よろしくお願いします。 

 

○鎌田聡委員 済みません、先ほどの質問と

今の質問にも関連しますけれども、この17億

の中に、先ほど私が聞きました陸上施設の撤

去も入っているんですか。これは入ってな

い。 

 

○古里企業局次長 陸上施設については、入

っておりません。 

 

○鎌田聡委員 済みません、その３ページの

撤去費用のどこに入るんですか、陸上施設

は。ダム本体アンド関連施設が21億でしょ

う。これになるんですかね。 

 

○古里企業局次長 ダム本体の関連施設、こ

れが21億でございます。このうちの17億を今

回お願いしております。その残りの部分に、

関連施設、先ほど申し上げました管理所とか

発電所の建屋、そういうものが含まれるとい

うことです。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。 

 

○守田憲史委員長 ほかにありませんか。 

 

○荒木章博委員 では、新エネルギーの件で

ちょっとお尋ねします。 

 今度の予算で8,500ぐらいということで、

1,700件を予定しているということですね。

前回は4,000件で幾らだったのか。それと、

今これは新築に向けて取り組むんですかね。

どのくらい普及率はあるのか。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 新エネル

ギー産業振興課でございます。 

 当初予算は、4,000件分で２億円でござい

ます。 

 それから新築への普及率というお話でござ

いますが、今、全体は新築で２割、既存の住

宅に８割ぐらい導入されております。新築に

限った数字をちょっと持ち合わせておりませ

んが、住宅への普及率、平成22年度で出して

いる数字で5.63％、100軒のうちの５軒ちょ

っとくらいのうちでソーラーが乗っていると

いう状況でございます。 

 

○荒木章博委員 では、２億8,500万が本年

度計上されるということですけれども、この

申し込みというか見込みというか、今どうい

う状況ですか。もちろん前の２億が満杯にな

ったから、今回計上するということで……。 

 それと、１件当たりの金額、それは割って

みればわかるんですけれども、大体４キロワ

ットですかね、１軒当たりの家庭では平均的

にですね。どのくらいの……。 

 それともう一つは、これは国にもこういう

支援策があると聞いていますけれども、それ

と市ですね、地方都市あたり、どういう市あ

たりが、今こういう補助を施行されているの

かも、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 最初のお

尋ねの現在の状況でございますけれども、昨

日現在で4,000件の枠に対して申請が出てき

ておりますのが3,675件でございます。残が3

25件ぐらいになりますので、年内は、今平均

30件前後は毎日申請が来ておりますので、何

とか年内は足りるのかなということですが、

年が明けたらもう不足になりますので、今回

補正を組ませていただければということでご

ざいます。 

 それから、これは定額で、キロワットを問

わず一律定額で５万円の支給になっておりま

すので、１件当たり５万円ということです。

平均的な、今住宅ソーラーの設置の大きさ
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は、大体4.5キロワットぐらいをつけられて

いる例が多いようでございます。 

 それから３点目の国、市町村の補助という

ことでございますけれども、国は4.8万円キ

ロワット当たりの補助になっておりまして、

10キロワットまでの上限で補助をやっており

ます。 

 それから、国については３次補正も通りま

したので、補正も含めての手続を今やってい

るところでございます。 

 市町村につきましては、県下45団体のうち

23団体で補助制度を設けていただいておりま

すが、財源の問題等もありまして、各市町村

もほとんどはけているといいますか、まだ若

干残っている市町村もあるようでございます

が、大体もう執行は終わっているというふう

に聞いております。以上でございます。 

 

○荒木章博委員 大体これは１軒の住宅で、

ソーラー費用というのは前は非常に高かった

というふうに聞いておりますけれども、今は

大分落ちているんでしょう。大体どのくらい

差が、最初のころと今とはどのくらい違って

いますか。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 当初は、

キロワット当たり70万とか、かなりの金額に

なっておったんですが、最近の申請内容を見

てみますと、大体キロワット50万円前後くら

いのトータルの価格が出ておりますので、先

ほどの4.5キロワットと掛けますと、大体200

万円台前半ぐらいの総事業費で施工されてい

る例が多いようでございます。 

 

○荒木章博委員 もう少し開発して、下がる

傾向がありますか。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 基本的に

は国の方も、もっとどんどん下げるべしとい

う方向で、ほかの支援と比べても発電の単価

というのはやっぱり高うございますので、ま

だまだ下がるというふうに見ております。 

 

○荒木章博委員 こういうエネルギーの重要

な時期ですから、こういうものの普及、発展

を非常にやっていかなければいかぬというこ

とで、県あたりのこういう普及、発展という

のは業者任せなのか、どういうふうな取り組

みをされているか、ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

 この前、熊本市役所へ行ったら、ソーラー

パネルのいろんな展示やら広報宣伝あたりも

チラシを配ってやっていたようですけれど

も、県としては地方に任せることなく、どう

いうふうな対応をされているのか、お尋ねし

たいと思います。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 ソーラー

の普及、啓発につきましては、最近では長洲

町にありますLIXILのメガソーラーとか、保

健科学大学、熊本市内でございますが、ここ

の大規模なソーラーとかに、現地の案内人さ

んを県の予算で置かせていただいておりまし

て、そういう施設では見学、これは小学校、

学生さんから大人までいろんな世代の方がお

いでになりますが、そういう方々の普及、啓

発に役立てていただいております。 

 そういう形で、ホームページあるいはいろ

んな新聞等の媒体を通じて、啓発は一生懸命

やっているところでございます。 

 

○荒木章博委員 了解しました。 

 

○早川英明委員 今ので関連ですけれども、

森永課長さん、この屋根とソーラーと一体の

ものというのは、今開発中でしょうか、ちょ

っと教えてください。 

 それから、もしあって実用化はどのくらい

になる予定か。そうしたら、そういうものが

できるなら、これはぐうんと進むと私は思い
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ますけれども。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 屋根とソ

ーラーの一体型というのは一応開発済みで、

いろんなメーカーさんが出されております。

ちょっと正確な導入状況のデータは持ち合わ

せておりませんけれども、屋根材にかわるコ

ストが、いわばパネルが兼ねる形になります

ので、トータルのコストも下げて利用できる

ということで、もっと普及が進めばと思って

おるところでございます。 

 

○早川英明委員 もう、既にあるということ

ですか。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 いろんな

社で、全国的には販売されております。 

 

○早川英明委員 それは、本県ではまだ、そ

ういうものには補助金は出ないということで

すか。 

 

○森永新エネルギー産業振興課長 基本的に

は、今回、県の補助は国の補助制度のベース

の要件に一応沿って、県の補助をやっている

というのはございます。国の補助は、住宅に

新たにソーラーを設置するというのが要件に

なっておりますので、屋根材組み込み型が補

助対象になるか、ちょっと細かい資料を持ち

合わせておりませんが、恐らく対象にはなっ

てないのではないかと思います。詳しい情報

は、確認したらまたお知らせしたいと思いま

す。 

 

○守田憲史委員長 ほかに質問はありません

か。 

 

○鎌田聡委員 国際課に、７ページ、旅券発

給業務で債務負担行為をしてありますけれど

も、来年４月までに全市町村でやれるように

ということですけれども、具体的に5,000万

ぐらいの金額――移譲するから金額が減るの

はわかるんですけれども、ふえるというのは

どういう意味なんですかね。 

 

○山内国際課長 市町村の方へパスポートの

申請の受付ですとか交付の業務を移行する予

算とは別でございまして、それについては、

そういった業務が県の方から市町村の方へ業

務自体が移りますので、県でかかる費用も減

ります。これは権限の移譲とは全く別で、市

町村にそういった受付とか交付の業務の権限

の移譲をしても、引き続き県の方に残ります

パスポートの申請書の審査ですとか作成、そ

れと市町村への交付といいますか、そういっ

た業務が引き続き県の方へ残ります。この残

った業務について、最も大事な最終審査等の

部分は県の職員で直接やるように残しつつ

も、その前後にある周辺のパスポートの審査

ですとか、機械で行う作成ですとか、そうい

った業務を今後は県で直接やることなく、外

部の民間の方にお願いしようということで、

県の予算が今トータルで毎年500万ぐらい減

る予定なんですけれども、こういった形で新

たに外部にお願いしたいというような趣旨の

債務負担行為にしております。 

 

○鎌田聡委員 発行は市町村ではなくて、外

部の民間の方でやると、この委託料が5,000

万ということなんですかね。 

 

○山内国際課長 ７ページにも書いておりま

すとおり、今後とも県の方に残る予定であっ

た、資料の３行目ですけれども、窓口対応で

すとか申請書の１次の審査ですとか、旅券自

体を機械で作成する業務、この３つの業務を

中心に県で直接今後は、４月以降はやらずに

民間の方に委託をするという予算でございま

す。 
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○鎌田聡委員 今の場所でやるけれども、や

っている人たちは外部の方にやってもらうと

いうことの委託料なんですかね。 

 

○山内国際課長 御指摘のとおりでございま

す。このままでいけば、正職員４、嘱託６の

合計10名でやるようになりますが、この外部

委託にすることによって、正職員も４から２

に減り、嘱託職員の方も６から２に減り、逆

におっしゃるとおり、外部に委託したことに

よって来られる外部の事業者の職員の方が、

６人入られるという形を想定しています。 

 

○鎌田聡委員 契約の関係で、債務負担行為

ということなんですかね、３年間契約で。 

 

○山内国際課長 御指摘のとおりで、外部に

委託するからには、こういった業務というの

は習熟してなれていただく必要があると。毎

年毎年の契約で毎年かわられても、習熟され

る前に事業者の方がかわってしまわれるのも

問題がありますので、３年間は継続して、あ

る特定の業者の方に、これからコンペをし、

お願いをしたいということで、３年間の債務

負担行為というのを今回お願いしておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 債務負担行為のことはわかり

ましたけれども、後は市町村の状況ですね。

４月からは市町村で発行するということで、

全市町村に発行するということになります

と、その準備状況とかその辺はいかがなんで

すか。その後、状況的にもいろいろふなれな

部分もあると思いますが、その辺の状況を教

えてください。 

 

○山内国際課長 既に、ことしの10月まで

に、38の市町村においては権限の移譲が終わ

っております。順調に市町村の方で、そうい

った業務を開始をしていただいております。

残っている７につきまして、八代市と氷川町

が来年の２月に、来年の４月までに残った熊

本市、宇土市、宇城市、美里町、山都町の方

に最終的に権限が移譲されますが、これまで

もスムーズに権限移譲はできてきております

が、来年４月に一番大きな熊本市に移譲する

ことになりますので、引き続き業務を、直接

市民、県民の方と接する業務ですので、スム

ーズな移譲が行われるように、今、万全の準

備を進めているところでございます。 

 

○鎌田聡委員 パスポートの申請と旅券作成

業務というのは、やっぱり余裕を持って来ら

れる方よりも、ぎりぎりになって来られる方

もいらっしゃると思いますので、そういう意

味では手違いがないように、今スムーズな移

行ということがございましたけれども、ぜひ

移行までそして移行後の対応もぜひよろしく

お願いしておきたいと思います。お願いしま

す。 

 

○前田憲秀委員 済みません、パスポートの

件でちょっと関連して。 

 先ほど、債務負担行為で事務を扱う人数

が、正職員が４人から２人、嘱託が６人から

２人でよかったですかね。来年４月から熊本

市でも出先でもできるということで、イメー

ジとしては今県庁のパスポートセンターに出

向いてくる人がいなくなるという想定でいい

んですよね。 

 

○山内国際課長 基本的には、熊本市の方で

いえば熊本市の、最終調整中ですが、今、熊

本市で考えていらっしゃるのは、熊本市の各

区役所の方で申請と交付ができる、一般的な

場合は県庁へ来られる必要はない。ただし、

ちょっと急いでパスポートを出してほしいと

か、人道上のケースで緊急発給が必要な場合

ですとか、そういった場合は直接、県庁の方

へ引き続き来ていただくことになる予定で
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す。 

 

○前田憲秀委員 それで、どうでしょうか。

今、県庁に出向いてきていただくんですけれ

ども、どれくらい県庁に直接来るような人が

減るような、見込みみたいなものはあります

か。 

 

○山内国際課長 具体的には数字ではまだ出

しておりませんが、区役所の便利さと県庁の

駐車場のある便利さ、基本的には一般のパス

ポートの申請の方は、すべて直接市町村の方

へ行っていただくように、広報なりＰＲをし

っかり、県とあと該当する市町村ともどもや

ってまいりたいと思っておりますが、それで

もやっぱり、つい間違えて県庁に来られる方

も少なからずいらっしゃるのであろうとは思

います。そういった方に対しては逐次、丁寧

な対応をしてまいりたいと考えています。 

 

○前田憲秀委員 例えば、直接、県の窓口に

来る人が減るという見込みで、先ほどの正職

員が４人から２人、６人から２人ということ

ではないんですかね。 

 

○山内国際課長 基本的にはパスポートの申

請は、県で直接ではなくて市町村でやってい

ただくことになりますので、その分について

は減るという前提で考えております。 

 ただ、今回の外部への委託と、その権限移

譲というのは、直接関係はございませんが、

そういったのも含めて、これまでに38市町村

で権限の移譲を終わっておりますが、地元の

方が便利なものですから、地元で大体申請も

行われていますので、今後も熊本市等々と連

携しながら、やっぱり身近な市町村、便利な

地元できちんと対応、申請していただくよう

にしていきたいと思っております。 

 

○前田憲秀委員 はい、わかりました。 

 

○杉浦康治委員 多分聞き間違いだと思いま

すので、確認だけさせてください。 

 前田委員から言われましたとおり、２・２

で合計４と。それと業者の方が６人入られる

というように聞こえたんですけれども、それ

は聞き間違いですかね。 

 

○山内国際課長 現在、権限移譲が済んだ場

合、残った業務をやっていくのに対して、ト

ータルで10名必要だというふうに想定してお

ります。トータルの10名は、こういった業務

の外部委託をする、しないにかかわらず、大

体10名だろうなと。ただ、外部委託をするこ

とによって、責任を持った業務を直接その嘱

託さんの服務管理とかをやっていただけます

ので、職員10名の内訳として、外部に委託を

することによって正職員が４から２、嘱託職

員の方が６から２、そのかわりに入られる外

部の方がゼロから６ということぐらいになる

と想定をしております。 

 

○杉浦康治委員 そうなりますと、数自体は

減らないということになりますね。 

 

○山内国際課長 トータルの数自体は減りま

せんが、正職員の数が減る等々により、人件

費的にはトータルで500万程度節減になると

いうふうに想定しております。 

 

○杉浦康治委員 確かに月々500万減るとい

うのは、かなり大きな節減ではあると思うん

ですけれども、ちょっと10から10というのは

不思議な気がするというふうには思います。 

 

○山内国際課長 この500万は年間の見込み

の削減額ではありますが、作業量というもの

自体はそれなりに、外部に委託をしてもしな

くてもあるものですから、同程度の数がかか

るのではないかと。ただ、外部の方が今のと
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ころ積算上は６で考えていますが、そういっ

た業務だったら５で済むかもしれないとか７

かもしれないとか、それはまた外部の方がそ

の企画、提案なり対応される際に御判断され

るのも一部あろうかと考えています。 

 

○杉浦康治委員 具体的な作業がちょっとよ

くわからないので何とも言えないところなん

ですけれども、おっしゃるとおり、やっぱり

そこのところは順次見直していかれるという

ようなところで期待をしたいなと思います。 

 

○早川英明委員 ちょっとお尋ねします。こ

の権限移譲したところは、県はパスポートの

業務はせぬということでしょうたい。 

 

○山内国際課長 権限移譲というのは、パス

ポートの作成につきましては申請書を受付

て、審査をして、作成をして、発給をして、

交付をするという、大きく５つの流れがござ

いますが、権限移譲はそのうちの受付の部

分、申請書の受け付けの部分と最終の交付の

部分だけです。残り真ん中の３つの部分、審

査、作成、発給の部分は引き続き県庁に残り

ます。 

 

○早川英明委員 どうもおかしいと思った。

何でここに、権限移譲するのに予算が要るの

かと思とったとですよ。熊本市がやるまでは

やむを得ぬとしても、熊本市が終わって、完

全に権限移譲した後に何で県がせな――そう

いうことですか。わかりました。 

 

○鎌田聡委員 いろいろわかりましたが、年

間、外部委託で500万程度削減するというこ

とですけれども、あと市町村へ権限を移譲す

ることによって、市町村に対して何か委託料

というか移譲料、その分もかかるんですか

ね。その辺も含めてトータルでどうなのかと

思ってですね。 

 

○山内国際課長 今回の外部委託とはまた別

の案件にはなりますが、権限移譲に伴いまし

て市町村の方に新たに事務負担が生じますの

で、ちょっと手元に数字は持ってきておりま

せんが、それぞれ事務負担がふえる分の経費

については県の方からお支払いをするという

形でございます。 

 

○鎌田聡委員 そのお支払いする額と、せっ

かく500万程度この外部委託で減っているん

ですね。お支払いする部分が500万を超える

のであれば、県民の皆さんの利便性は確かに

高まりますけれども、経費的な面でどうなの

かと思いますけれども、500万を超えるんで

すかね。 

 

○山内国際課長 どうも済みません。私の説

明がちょっと悪いんだと思いますが、権限移

譲と今回のこの外部委託というのは、基本的

に別の事柄でございまして、権限移譲は権限

移譲でこれまでも進めておりまして、最終的

に来年の４月１日で終わる。権限移譲につい

ては、市町村に新たに経費が生じる分につい

ては県が負担するような仕組みをつくってい

く。権限移譲した後でも、県庁に残るパスポ

ートの審査とか作成とかいう業務について、

権限移譲した後も県に残る業務について、そ

れを引き続き県でそのまますべてをするんじ

ゃなくて、県に残る業務の一部を外部委託す

るということで、権限移譲とプラスマイナス

とこちらのプラスマイナスは直接リンクはせ

ず、今回の業務の外部委託をすることで、今

の見込みでは年間で500万程度ではあります

が、予算が節減できる見込みになっておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 わかりますけれども、500万

削減した部分を、結局はそれ以上のやつを市

町村に事務委託料で出してしまうと、そこは
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どうかはっきりわからないことですけれど

も、出してしまって、逆に合わせるとこれが

7,000万ぐらいになってしまうということで

あれば、利便性の面ではいいかもしれません

けれども、一つの行政の効率化という面では

少しどうなのかなというふうな疑問を持ちま

したので、ちょっと聞いたんですけれども、

その辺の額がまだわからないということです

かね。 

 

○山内国際課長 済みません、説明の仕方が

……。 

 権限移譲は、いずれにしろやりますので、

その部分については今県でかかっている分が

そのまま市町村に、必要な分が行くだけです

ので、基本的にはプラスマイナスは県として

は…… 

 

○鎌田聡委員 市町村に出すわけですよね、

事務とお金も含めて出すわけですよね。だか

ら、その出すお金と外部委託する部分と合わ

せて今かかっている部分よりも高くなるでし

ょう。 

 

○山内国際課長 権限移譲の部分につきまし

ては、今回の予算とは直接関係はありません

が、若干、県としては全体として経費は、市

町村に出すのを含めればふえることになりま

すが、いろいろ総務部とも相談の上、市民・

県民のサービス向上につながると、それはや

っていくということで、これまでお願いをし

てきているそうです。 

 

○鎌田聡委員 今回はそういうふうにサービ

ス向上という面が強調されて、多分経費がふ

えたということだと思いますが、今後、外部

委託をやっていく中でいろんな部分で効率化

を、３年間してまた向こう３年間がこの額か

どうかも含めて、もう少しこの県の役割とい

うのは、ずうっとまた圧縮されてくると思う

んですよね、これだけ事務権限すれば。それ

でないと事務権限を移譲する意味が、利便性

の向上はありますけれども、経費節減という

部分では生まれてきませんので、そこもやっ

ぱり意識してやってもらうようにお願いして

おきます。 

 

○守田憲史委員長 個別に金額も出して、鎌

田委員の方に後で報告してください。全員に

お願いいたします。 

 

○早川英明委員 済みません、山内課長。そ

うしたら、受付を市町村でして、そのほかい

ろんなやつをこちらでするということになれ

ば、申請をされた方は今まで直接ここに来ら

れたときよりも、その申請からこのパスポー

トができ上がるまでの期間というのは長くか

かりはせぬですか。そういうことはありませ

んか。 

 

○山内国際課長 これまで、県庁に直接来ら

れれば、６日でできておりました。ただ、か

なりの地域は、振興局で今対応できるように

なっておりまして、振興局に来られた場合は

現在11日でした。これが権限移譲がすべて済

んだ場合ですけれども、基本的には振興局に

来られたのと同様、市役所なり町の役場から

県庁までの書類の往復の時間がかかりますの

で、所要日数が11日と、振興局とは一緒です

けれども、県庁に直接来られるよりは所要日

数が長くなります。ただ、それではやっぱり

渡航に間に合わないという場合もあられると

思いますので、11日で足りない場合は直接県

庁の方へ来ていただければ、早期発給という

ことで、これまでどおりの日数、基本的には

６日間で発給ができるような対応もあわせて

するようにしております。 

 

○早川英明委員 そういうことを県民に知ら

せられた方がいいと思いますよ。 
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○内野幸喜副委員長 議論をもとに戻すよう

で申しわけないんですが、先ほどの太陽光の

件ですね、屋根との一体型はこの補助制度が

ないということだったんですが、これが新し

い技術なわけですね。これから少しずつふえ

てくるかもしれないというところで、これに

ついては私たちも補助制度をつくってくれと

いうことを言っていかないといけないと思い

ますけれども、これは県の方としても実情こ

ういう形の太陽光も普及してきていますので

ということで、補助制度の新たな制度をつく

ってもらうということを要望していただけれ

ばなと思います。もう答弁はいいです。 

 

○守田憲史委員長 ほかにありませんか。 

 

○荒木章博委員 さっきの発券の件は、今後

のパスポートの普及、発展に全力で取り組ん

でいただきたいというふうに思います。 

 それと雇用対策について、今度は新卒の状

況は、雇用対策で勤められて、正職になられ

るとかの、どのくらいのパーセンテージなの

か、ちょっとお尋ねしたい。 

 ２点目は、本年度は40代の中高年の雇用機

会を与えたんですかね、100名なんですか

ね。ちょっと、そこのところをお尋ねしたい

と思います。 

 

○大谷労働雇用課長 中高年のプログラムに

ついては、一昨年どおり100名をお願いして

おります。 

 それと、今回は若年者の緊急雇用創出事業

でございますけれども、これにつきましては

今年度一応３期に分けてやっておりまして、

２期分が一応実績が出ております。 

 実績で言いますと、１期分が93名緊急雇用

で座学とか実習をやりまして、最終的には47

名が就職しておりまして、残り46名を現在、

委託先の派遣会社の方で支援をやっていただ

いています。 

 ２期分が大体、雇用者が63で就職が41、未

就職者が20で、これらの人に支援をいただい

ています。少しよくなってきております。以

上でございます。 

 

○荒木章博委員 すると、今度の40代ですか

ね、中高年の雇用機会というのは、これは今

回初めてですか。 

 

○大谷労働雇用課長 これは21年からやって

おります。21年133名、22年が107名、23年が

100名やっております。 

 

○荒木章博委員 了解しました。 

 

○守田憲史委員長 よろしいですか。 

 

○荒木章博委員 はい。 

 

○守田憲史委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第５号から第８号まで及び第33

号について採決を行います。 

 議案第１号、第５号から第８号まで及び第

33号について、一括して採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 御異議なしと認め、採決

いたします。 

 議案第１号、議案第５号から第８号まで及

び議案第33号について、原案のとおり可決す

ることに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外５件については、原案

のとおり可決することに決定いたしました。 

 

○吉永和世委員 ただいま可決されました議
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案第６号の債務負担行為設定のうち、荒瀬ダ

ム本体等撤去事業についてでございますけれ

ども、この荒瀬ダム本体撤去事業に関して

は、前菅総理を初め、県選出の民主党の国会

議員等の荒瀬ダム撤去を求める発言、また国

の支援についての発言等が相次ぎまして、県

民の方々というのは、政権交代後は国が財政

支援をして荒瀬ダムは撤去できるという、そ

ういった期待を持たれたというのが事実だと

いうふうに思いますし、そういう中で、一た

んは継続というふうに、継続を目指されまし

た知事もダム撤去というふうにかじを切られ

たというのは、もう皆さん御承知のとおりだ

というふうに思っておりますが、こういう経

過を踏まえまして、たび重なる財政支援の要

請に対しましても、国からの本体撤去に関す

る財政支援はまだないということで、先ほど

企業局から御説明があったとおり、資金不足

という状況であります。 

 そこで、ただいま可決された議案第６号の

うち荒瀬ダム撤去についての債務負担行為の

設定による撤去事業の実施に当たっては、県

の厳しい財政状況を踏まえ、一般財源を投入

せずに荒瀬ダムの撤去に取り組むこと、また

国に対しさらなる財政支援を求め、撤去費用

の確保を図ること、以上２点を本会議で附帯

して決議していただくとともに、国に対して

再度意見書を提出していただきたいと思いま

す。 

 本日は、決議案及び意見書案を準備してお

りますので、配付をお願いいたします。 

  （決議案及び意見書案の配付) 

○吉永和世委員 ぜひ、この決議案及び意見

書案を、本委員会として議長に提出していた

だきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいというふうに思います。以上です。 

 

○守田憲史委員長 ただいま吉永委員から、

荒瀬ダム本体等撤去事業（債務負担行為設

定）の取り扱いに係る決議案及び民主党議員

が約束した荒瀬ダム撤去に対する国の財政支

援の履行を求める意見書案を、委員会提出議

案としていただきたいという提案がありまし

た。 

 文案としては、意見書案が政府・与党のこ

れまでの発言経緯をより詳しく記載した内容

になっておりますが、付帯決議案と意見書案

でほぼ共通しておりますので、あわせて質疑

を受けたいと思います。質疑はありません

か。 

 

○荒木章博委員 鎌田先生、これは民主党議

員が約束したと書いてあるんですけれども、

ここの文言はこういうところでいいんですか

ね。 

 

○鎌田聡委員 確かに間違いではないから、

約束をどうとらえるかというのはあります

が、言及したのは間違いないですから、そこ

は…… 

 

○荒木章博委員 これは総理のときですか。 

 

○鎌田聡委員 総理ではない、政権交代の前

の話だから、民主党議員ということでしょ

う。 

 

○荒木章博委員 ただ、それは自民党でも民

主党でもみんなの党でも、１人が、政権党だ

からそうかもしれんけれども、言ったことを

全部それを取り上げて議会が言うのもどうい

うものかなと私は思うんですけれども、それ

は皆さんの御意見ですからこれは私が言うべ

きものじゃないんだけれども、しょっぱなか

らそういう、民主党議員が約束したと書いて

ありますのでね。議会の権威とか質が問われ

ますから、文言には非常に気をつけて出さな

ければいけないなというところもあると思い

ますけれども、吟味された上で書かれたこと

ですから、今後の例を見ないような形で、こ
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ういうのを出すときはしっかり文言は気をつ

けなければいかぬなと私は思います。 

 ただ、出すことは賛成です、当然。 

 

○鎌田聡委員 確かに、こういったタイトル

は初めてのケースですね。ただ、ここを強調

しないと、今回、債務負担行為をやるという

部分での議会の意思が多分通らないというよ

うな判断から、このような案文になったとい

うふうに思いますので、これはこれとして私

は受けとめていくべきだと思います。また、

ここも強調しながら国に求めていかないかぬ

というふうにも考えますので、そこはまた皆

さん方の議論になってくるだろうと思いま

す。 

 それと、もう１つあるのが、前回10月もタ

イトルは違いますが同じ内容の意見書を出し

ているんですよね。出していますので、だか

ら余り乱発するのもいかがなものかなという

ふうに思いますけれども、今回はこういった

債務負担行為という議案を議決するタイミン

グなので、もう１回やろうということであれ

ば理解できますけれども、少しやっぱり、先

ほどの荒木委員の話ではないですけれども、

意見書の重みというか、そこも考えた上で対

応していくことも重要じゃないかなというふ

うに思いますので、意見を申し上げておきた

いと思います。 

 

○内野幸喜副委員長 今回、債務負担行為の

設定ということで、基本的にはこれを議会が

認めた場合に、国としては、じゃあ県として

も財源の根拠があるんじゃないかというふう

にとられる可能性もやっぱりあるわけです

ね。これまで民主党の議員の方が、財政支援

ができるようなことを言ってきたと、それが

現時点でできてないと。では、それができて

ないから、守られてないから、じゃあ私たち

も債務負担行為を認めませんと。そうなると

今度は知事が平成24年度からの撤去を約束し

ているわけですね。相手が認めてないから、

守ってないから、じゃあこちらも結果として

これを認めなくて、知事が県民との約束をほ

ごにすると、それはやはりおかしいと。私た

ちは苦渋の決断で、やはりこの債務負担行為

を認めると、そのかわり、こうした附帯決議

をつけると、あわせて意見書についても、や

っぱりこれまでの意見書を提出させてもらっ

ていますが、やはりここは再度この段階で、

若干強めになっておりますけれども、もう一

度認識していただく、そういう意味での意見

書提出だと私は認識をいたしております。 

 

○守田憲史委員長 ほかに質疑はありません

か。なければ、これで質疑を終了します。 

 それでは、ただいま可決しました議案第６

号に関連して、吉永委員から提案のありまし

た附帯決議案の採決を行います。 

 附帯決議案を、本委員会提出議案として議

長に提出することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 御異議がないようですの

で、この附帯決議案により議長に提出するこ

とに決定いたしました。 

 引き続き、意見書案について採決をしたい

と思います。 

 それでは、本委員会提出議案として、この

意見書案により議長に提出することに御異議

ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 御異議がないようですの

で、この意見書案により議長に提出すること

に決定しました。 

 次に、今回、本委員会に付託されました請

願を議題とし、これについて審査いたしま

す。 

 請第12号について、執行部から状況の説明

をお願いします。 

 

○大谷労働雇用課長 請第12号労働者派遣法
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改正についての請願について、御説明いたし

ます。 

 請願の趣旨は、現在、民主、自民、公明の

３党で見直し協議されております労働者派遣

法改正案を見直し、早期に抜本改正を行うよ

う国に対して意見書を提出していただきたい

というものでございます。 

 厚生労働省によりますと、先般の国会に提

出されている改正法案は、リーマンショック

後の不安定な雇用情勢に対応するために、平

成22年４月に提案されたものであり、３党協

議においては、企業経営の影響を考慮され、

改正法案の登録型派遣の原則禁止、製造業務

派遣の原則禁止の削除及びみなし雇用の導入

の３年間延期等といった修正が協議されてき

ております。 

 12月７日に、衆議院の厚生労働委員会で改

正案の見直しが可決されましたけれども、先

般の国会の閉会により衆議院で継続審議にな

っております。以上でございます。 

 

○守田憲史委員長 ただいまの説明に関し

て、質疑はありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 なければ、これで質疑を

終了します。 

 それでは、請第12号について採決に移りた

いと思います。 

 継続、採択、不採択がございますが、いか

がでしょうか。 

  （｢不採択で」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 不採択という意見があり

ますので、不採択についてお諮りいたしま

す。 

 請第12号を不採択とすることに、御異議あ

りませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第12号は不採択とすることに決定

いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件について、お

諮りいたします。 

 議事次第記載の事項について、閉会中も継

続審査することを議長に申し出ることとして

よろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 御異議なしと認め、その

ように取り計らいます。 

 次に、報告事項に入ります。 

 報告の申し出が、商工観光労働部から２件

あっております。 

 まず、それぞれ担当課長から説明を受けた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告１について労働雇用課から

説明をお願いします。 

 

○大谷労働雇用課長 委員会報告事項の１ペ

ージをお願いいたします。 

 平成23年度の基金事業の取り組みについ

て、御説明いたします。この総括表は、９月

議会の当委員会においても報告しております

が、その後新たに計画しました事業につい

て、網かけで追加記載しております。 

 上段の県事業の分についてですが、緊急雇

用創出基金事業について、今回、追加分とし

て３事業、2,000万を計画し226名の雇用を創

出することとしております。これより、県事

業分としては合計52億6,000万、2,537人の雇

用を創出する見込みでございます。 

 なお、２ページに、今回新たに追加いたし

ました県事業の一覧を添付いたしております

が、主なものは今回補正をお願いしました労

働雇用課所管の２事業とくまモン等の拡充事

業でございます。 

 報告は以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

 

○守田憲史委員長 次に、報告２について国

際課から説明をお願いします。 
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○山内国際課長 国際課でございます。 

 資料３ページをお願いします。 

 熊本上海事務所の設立準備状況についての

御報告をさせていただきます。 

 箱囲みにもありますとおり、審査等が順調

に進み、10月27日に手続が完了いたしまし

た。今、早速事務所の業務を始めております

が、来年１月11日に以下のとおり熊本上海事

務所のオープニングセレモニーを開催するこ

ととしております。 

 具体的な日時は、２番に書いておりますと

おり、開所式を11日の午前11時から、レセプ

ションにつきましては、記載のとおりの方々

に御参加いただき、夕方、午後７時から開催

したいと考えております。事務所の業務内容

は、これまで御報告しておりますとおりで

す。 

 御参考までに、裏側４ページですけれど

も、熊本上海事務所の概要をつけさせていた

だいております。場所は、上海市内の中心部

にある肥後銀行の上海駐在員事務所とも近い

梅龍鎮広場。スタッフは一番下３番ですけれ

ども、県、市から１名ずつ、あと現地スタッ

フが１名、それプラス工業専門アドバイザ

ー、現地の方ということを想定しておりま

す。 

 以上です。よろしくお願いします。 

 

○守田憲史委員長 以上で報告の説明が終了

しましたので、質疑を受けたいと思います。

質疑はありませんか。 

  それでは、その他でございますが、委員

の先生方から何かございますでしょうか。早

川委員。 

 

○早川英明委員 山内課長さん、今、上海の

方はこれでわかりましたが、広西壮族の方に

も何かそういう動きというか将来的なこと

で、いろんな調査とかそういうことをやられ

るというふうなことも少し聞いておりますけ

れども、そういうことについて少しお話をし

ていただければと思います。 

 

○山内国際課長 本会議の方でも知事から答

弁があったところでございますが、広西壮族

自治区及び南寧市、ＡＳＥＡＮへの窓口とし

て、中国国内の中でも高い経済成長を遂げて

いる地域でございます。今後、広西壮族自治

区及び南寧市において、より一層の経済交流

を充実していくために、どういった方法が一

番効果が大きいのか、本年度中調査をし、中

身の検討をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

 

○早川英明委員 それなら本年度から１年ぐ

らいでその調査をやって、こういう開設をし

たがいいのかというのを検討していくという

今段階ということですね。 

 

○山内国際課長 まず本年度予算ということ

で、各部で持っております調査費みたいなも

ので、とりあえず３カ月程度、本年度中にま

ず一たん調査をやってみて、それを踏まえて

来年度以降、どういった取り組みが一番効果

があるのか、成果を上げるのかを検討してま

いりたいと考えております。 

 

○守田憲史委員長 ほかにありませんか。荒

木委員。 

 

○荒木章博委員 熊本の、県の観光への取り

組みなんですけれども、今、企画振興部がい

ろんな電波の、県庁の地下で講演会をやった

りパネルディスカッションをやったり、また

先日はテルサで、私もちょっと両方とも行き

ましたけれども、阿蘇の世界遺産のシンポと

か、これはもう非常に観光とはつながること

なんでしょうね。非常に観光局としても大分

努力をされておられて、台湾への取り組みと

かアジアへの取り組みとかやっておられる。
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今その動きあたりも、ちょっと観光局として

どういうふうに対応されているのか。特に知

事が阿蘇と世界遺産と水と、それと加藤、細

川の継承、そういうあたりを非常に力強く訴

えておられます。これは、ひいては３つとも

観光局には非常につながっている問題だと思

いますので、そこあたりをちょっと、活動あ

たりもちょっと。最近ちょっと企画の方の活

動の方が見え過ぎるものですから、やっぱり

車の両輪だと思うので、そこあたりをちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

 

○宮尾観光課長 観光課でございます。 

 今、委員が御指摘の阿蘇、水、加藤、細川

につきましては、今ちょうど経済常任委員長

にも入っていただきまして、私ども向こう４

カ年の観光計画、次期の観光計画をつくらせ

ていただいているところでございますけれど

も、そこでも大きな柱ということで具体的に

入れさせていただいております。世界遺産の

シンポジウム等につきましては、私どもは参

加させていただいておりますけれども、引き

続き熊本県の貴重な歴史・文化・観光の素材

ということでございますので、企画振興部と

も連携しながらしっかりと取り組んでいきた

いと思っております。 

 

○荒木章博委員 私は、取り組んでいただく

という言葉を聞くために、この委員会で言っ

ているわけではない。どういったアジア戦略

で、台湾にも行かれたと聞いておりますけれ

ども、そういったところでどんな活動をされ

たか。そしてまた、経済委員にそういう活動

したことをやはり報告をというかな、今初め

て聞くようなことだけではなくて、そういう

対策の対応はあるとは聞いておるんですけれ

ども、どういったことを実際やっているの

か。そこあたりをちょっと、私たちも非常に

関心があるものですからね。委員会にもやっ

ぱり報告もしてもらいたいなと思っているん

です。そういったところで佐伯局長どうです

か、どんな活動というか、そういうのを、や

っぱりやっておりますということではなく

て、その具体的にどんなことを、ここ私も４

月からですけれども、やられてきたのか。こ

れは大事なことだと思うんですよね。だか

ら、企画振興部の方が計画したから、そこに

参加した、そういうことではなくて、やっぱ

り観光局としてもう少し、何か企画の方にと

られてしまっておるんです。やっぱり夫婦で

すよ、車の両輪ですからですね。特に宮尾課

長なんかは、よく、御主人があっちの局長さ

んですから、夫婦でわかっておられるはずで

すから、観光部としていろんな、こんなこと

をやろうとか、そこらあたりをちょっとお尋

ねしたい。 

 

○佐伯観光経済交流局長 蒲島知事の目標で

もあります品格ある熊本、これを裏づけるも

のとして、委員おっしゃいました阿蘇の草原

あるいは水、地下水、それから加藤、細川の

400年、これを守るべきものとして挙げられ

ていまして、当然、私たちもそれは意識して

おります。 

 一つ一つどういう取り組みをしているかと

いうと、長くなりますけれども、今海外、イ

ンバウンドの話を少しされたので、その面で

少しお話ししますと、やはり熊本に来てくれ

といっても、なかなか難しい面がございます

ので、そこは例えば、今お話のあった阿蘇、

これを中心に九州各県でも、それを一つのシ

ンボルにしたらいいんじゃないかという話を

進めながらやっているというのが実情でござ

います。 

 また、インバウンドに限らず、私たちも阿

蘇あるいは熊本城を中心にする城下、加藤、

細川の文化、こういうのも頭に置いていろん

な仕掛けなりを来年度以降考えているところ

でございます。 
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○荒木章博委員 県庁の地下であった、この

前の講演とパネルディスカッション、これは

武士の家計簿ということでありましたけれど

も、私は楽しみにして行ったら、本末転倒、

話していることが。韓国の蔚山の西生浦城の

話なんか、本人に聞いたら一回も行ったこと

がない。一回も行ったことがないのに、そん

な話をすること自体も大体おかしいんだ。こ

こは観光局とは違うから、企画の方で計画さ

れておる。もう行って愕然として、帰ろうか

なと思いました、正直言って。だけれども２

時間もいたんですけれどもね。 

 そういったところで、もう少しやっぱり観

光局は、大事な熊本のいろんな取り組みの中

でやらねばいけないたくさんのことがありま

すので、実際、何か会議して、委員長も出て

やっておられますから、そういう資料とかそ

ういうのも委員にも配付していいんじゃない

でしょうか。もっともっと観光振興というの

は、アシアナ対策とか、それは企画ですよ。

しかし、やっぱり観光に通じるものですか

ら、もっと熊本の細川、加藤文化を、やっぱ

り売れるような素材があるわけですよ。そう

いうのをやっぱり作成したりして、経済効果

を生み出すのが観光局の、この経済委員会の

務めだと思うんですけれども。 

 最後に中川部長に、そういうところでどう

いうふうに部長として考えられるのか、お尋

ねしたいと思います。締めてください。 

 

○中川商工観光労働部長 私どもの使命は、

たくさんの方を国内、国外からお呼びするた

めの、いろんなエージェントの取り組みをや

っています。 

 そのお呼びするときの目玉あるいは熊本の

ブランドが、今企画も一生懸命やっておりま

す阿蘇であり水であり加藤・細川文化であり

ますので、企画の方にどんどんその磨き上げ

といいますか質の高さをやっていただきた

い。そうすれば我々が熊本にお呼びするとき

に、どんどん使えるということでございまし

て、まさに企画がどんどん磨き上げていただ

いて、それを材料に一生懸命誘客をするとい

うことで、役割分担、見事にやっているつも

りでございます。ただ、その掘り下げ方の部

分で、ちょっと私どもも文化的な視点のわか

らないところがありますけれども、そこは企

画へも御意見はおつなぎしたいと思います。 

 

○荒木章博委員 ちょっとわかったようで、

わからなかったんですけれども。 

 要するに、もっと観光発信の考え方も、や

っぱりシンポジウムでも観光局がやってもい

いと思うんですよ。企画だけがやって観光局

がついていっているような感じがしますので

ね。それは、私だけかもしれません。しか

し、もっと熊本の阿蘇や天草や人吉、菊池、

そういう全県的に考えて、もっと積極的に、

特に加藤・細川の文化ということで、そうい

う隠れた場所もたくさん今発掘されているわ

けですから、そういったところもアピールし

て、企画あたりにこちらから提案するような

ところがあっていいんじゃないかなと思いま

すので、以上、それはお願いして終わりま

す。 

 

○内野幸喜副委員長 今の部長の話の中で、

水という言葉が出ました。それから、佐伯局

長からは地下水という言葉が出たんですが、

地下水基本条例の件ですね、これはもうパブ

リックコメントがもうそろそろ始まるころ

で、全国では例のないような条例ということ

になるんですかね。今まで、地下水採取者に

ついては届け出制だったものを、今後は許可

制にすると。そこで、立地企業であるとか、

これから熊本に工場をつくりたい、そういう

方々というのは、やっぱり熊本の豊富な地下

水というのを考えて熊本に工場等をつくりた

いという方が多いと思うんですけれども。今

回のこの条例に関して、今、商工観光労働部
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内ではどのような認識を持っているのかとい

うのを、まずちょっとお聞かせいただきたい

と思います。これは部長でいいんですかね。 

 

○中川商工観光労働部長 地下水を守りたい

というのは、蒲島知事の強い御意向の中で進

められた条例の改定作業でございました。当

初、管の大きさが、大企業といいますか、あ

る程度大口に絞った形で議論が進みましたの

で大変懸念をいたしましたが、県民全体で守

ろうという基本的な思想の中で、管の口径も

小さくされまして、私どもが当初懸念したと

ころは払拭されたのかなと思っております。

ただ、管を小さくしましたことで関係者の数

がふえましたので、地場企業の方までふえま

した。しかも、許可の考え方が、法制のとこ

ろまで、最後のぎりぎりまで決まるのが遅か

ったので、これから大車輪で、今度は逆に地

場企業の方に十分御説明を賜って、ちょっと

許可手続が出てまいりますものですから、そ

こはこれから大車輪で、環境サイドと一緒

に、むしろ地場の、これから手数が出てまい

りますので、地場の方の説明を急ぎたいと思

いますけれども、当初懸念したよりも随分、

県民みんなで地下水を守ろうという雰囲気が

出てまいりました。 

 ちなみに、大企業の方はそれは重々わかっ

ている話でございまして、節水あるいは涵養

は率先してやっておられますので、そこは大

企業の御理解もいただけるものと思っており

ます。 

 

○内野幸喜副委員長 今、大企業の理解が得

られるだろうということだったんですが、地

場企業ですね、条例施行後にこういうのがで

きてたんだと、初めて知ったということがな

いように、十分周知をお願いしたいと思いま

す。 

 

○荒木章博委員 委員長、１つ忘れておっ

た。荒瀬も全国的には類例を見ない、こうい

う取り組みですから、これあたりも一つの観

光として、人を集客して、全国に先駆けてこ

ういうことをやる、そういうことも一つの経

済浮揚の中で観光客を呼び込む、学識者を呼

び込む、そういうシンポジウムをやる、そう

いうこともやっぱりユニークに考えていただ

きたい。これは要望です。以上です。 

 

○杉浦康治委員 御存じならちょっと教えて

いただきたいんですが、グランメッセの件で

す。グランメッセでつり下げの設備を何か検

討されてて、これで相当大きなコンサートを

呼べるんじゃないか、そうするとかなり大き

な集客ができて経済効果は大きいよというよ

うなお話をお聞きしているんですけれども、

ちょっと中身が余りよくわからないものです

から、御存じなら教えていただければと思い

ます。 

 

○坂本くまもとブランド推進課長 グランメ

ッセにフックとかをやりますと、いろいろな

機器等を下げられたりして、さまざまなコン

サートだとかそういうのに使用できるように

なりますので、そういう意味の要望が出てき

ているのは事実でございます。そういうもの

の必要性も私どもも認識をしておりますの

で、できるだけそういう方向に努めてまいり

たいと思っております。予算がありますの

で、予算措置について努力してまいりたいと

考えているところです。 

 

○杉浦康治委員 予算ということだったんで

すけれども、おおよその数字といいますか予

算といいますか、その辺がわかるのであれ

ば。これからの話なので、もしかしたらわか

らないと思うんですけれども、サポートも含

めて強力に推進していっていただけるのかど

うか、ちょっと……。 
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○坂本くまもとブランド推進課長 今、私の

記憶が正しければということで、数字を持ち

ませんので申しわけありませんが、たしか1,

700万円ぐらいだったかなというふうに記憶

しております。それについては、前向きに頑

張ってまいりたいと思っております。 

 

○杉浦康治委員 何か相当大きいコンサート

を、それをやることによって呼べるというよ

うなことを聞いておりますので、相当期待を

しているものですから、ぜひ強力にバックア

ップをお願いしたいというふうに思います。 

 

○吉永和世委員 先ほど採決がありました意

見書の表題の、民主党議員が約束した云々と

いうところでございますが、一昨年の平成21

年12月、当時は民主党県総支部連合会代表で

ありました松野参議院議員に対しまして質問

状を出すということで、田大造前議員の立

ち会いのもと、松野参議院議員と溝口経済常

任委員長、当時のですね、が面談されたとい

う経緯がございますが、その後の経過を見ま

しても何ら進展がないという状況でございま

す。 

 そこで今回、附帯決議及び意見書の提出に

あわせて、再度、松野参議院議員に対して質

問状を提出したいと思いまして準備いたして

おりますので、これもぜひ配付をお願いした

いというふうに思います。 

 この質問状は、委員会として質問するとい

うことではなくて、私としてはこの質問状の

趣旨に賛同いただける委員と連名で提出した

いというふうに考えておりますので、一人で

も多くの委員の御賛同をお願いしたいという

ふうに思います。以上です。 

  （質問状の配付) 

○内野幸喜副委員長 これは委員会で取り決

めることではないんですけれども、質問状で

すから当然提出して、期限があって、その回

答次第では、私は民主党本部とかに出しても

いいんじゃないかな、これは、あくまでも委

員会としてということではないですから、そ

ういう形をとってもいいんじゃないかなと思

います。 

 

○鎌田聡委員 委員会としてではないやつ

を、この委員会で議論するのはいかがかなと

思いますし、これはこれで賛同される方につ

いてはいいと思いますが、私は、個人、松野

さんが発言した、そしてまた申し入れた内容

についての見解をただす――済みません、ま

だざっとしか読んでいませんけれども、それ

は先ほどの意見書のように民主党議員が約束

したということで、そういったふうに国に財

政支援を求めていく、そしてまた求めていま

すし、今後また求めていくわけですから、そ

こは私も含めて県選出の国会議員もそういっ

た努力をずっとやっているわけですから、こ

れはもう必要ないと私は思いますけれども

ね。 

 

○守田憲史委員長 ただいま吉永委員から、

質問状提出に関する提案がありました。吉永

委員からもお話がありましたが、これはあく

までも委員会として提出するということはあ

りませんので、趣旨に賛同される当委員会委

員の連名で提出することになりますので、御

承知おきください。よろしいですか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○荒木章博委員 今、民主党政権の中で、や

っぱりやっておられる。私はさっきから言っ

ているのは、もちろん強く出るのも大事だと

思うんですけれども、やっぱりそれぞれの代

議士あたりが自然環境とかそういうのを含め

て努力をするという約束をされていると私は

思っておりますので、余り鉄けん的に――熊

本県議会の自民党与党だけの政界じゃないの

が国の世界ですから、今後、私はこれには当

然賛同しますけれども、やっぱりもう少し冷

静に国への要望をしていかないといけないか
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なと。私個人の意見ですが、一応そう述べて

おきます。 

 

○守田憲史委員長 それでは後々確認させて

いただきますので、質問状は同意された委員

の連名で提出することとします。よろしくお

願いいたします。 

 ほかにございませんでしょうか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○守田憲史委員長 最後になりますが、今回

要望が３件提出されています。お手元に写し

を配付しておりますので、後でごらんいただ

きたいと思います。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

  午前11時42分閉会 
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